
京都コンサートホール条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成３１年３月２８日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

京都コンサートホール条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都コンサートホール条例施行規則の一部を次のように改正する。 

別表舞台設備の項中「５３０」を「５４０」に，「４，８１０」を「４，９００」に， 

「  
 

  

 演 壇 １ 台 1,600 を 

  
 

 」 

「  
 

  

 演 壇 
１ 台 

1,630 
に，「１６，０４０」を「１ 

 花 台 540 

  
 

 」 

６，３４０」に，「１，２００」を「１，２２０」に，「２７０」を「２８０」に，「６６０」 

「  
 

  

を「６８０」に， ホ ワ イ ト ボ ー ド １ 台 1,600 を 

  
 

 」 

「  
 

  

 ホ ワ イ ト ボ ー ド １ 台 1,630 に，「４，０１０」を「４， 

  
 

 」 

０８０」に，「２，０００」を「２，０４０」に改め，同表音響設備の項中 
 
「   「    

 １チャンネル 2,670 
を 

１ 台 2,720 
  に，「４，８１０」 

 １ 本 2,670 １ 本 2,720 

               」               」 

を「４，９００」に，「１，３３０」を「１，３６０」に， 

「  
 

   

 Ｃ Ｄ プ レ ー ヤ ー 
１ 台 

2,670   

 デジタルオーディオテープデッキ 6,680 
を 

 ス ピ ー カ ー 一 式 2,670 

 舞 台 音 響 セ ッ ト  6,680  

                            」 

 

 

８５



「  
 

  

 Ｃ Ｄ プ レ ー ヤ ー １ 台 2,720 
に，「３２，０９０」を 

 舞 台 音 響 セ ッ ト  6,800 

    」 

「３２，６８０」に，「１０，６９０」を「１０，８９０」に改め，同表中継設備の項中「４

０，１１０」を「４０，８５０」に，「２０，０５０」を「２０，４２０」に改め，同表映 

「     

写設備の項中 
３ ５ ミ リ 映 写 機 一 式 24,060 

を削り，「４， 
１ ６ ミ リ 映 写 機 １ 台 10,690 

  
 

 」 

８１０」を「４，９００」に，「８，０２０」を「８，１７０」に改め，同表照明設備の項

中「１，６００」を「１，６３０」に，「６６０」を「６８０」に，「４，０１０」を「４，

０８０」に，「２，０００」を「２，０４０」に，「２９，４１０」を「２９，９６０」に，

「１４，７００」を「１４，９８０」に，「４６，８００」を「４７，６６０」に改め，同

表楽器の項中「２８，０８０」を「２８，６００」に，「１３，３７０」を「１３，６１０」

に，「３０，７５０」を「３１，３２０」に，「１４，７００」を「１４，９８０」に改め，

同表その他の項中「６６０」を「６８０」に，「７，３５０」を「７，４９０」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成３１年１０月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則による改正後の京都コンサートホール条例施行規則（以下「改正後の規則」

という。）の規定による付属設備の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第２

４４条の２第３項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行

為は，この規則の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３ 改正後の規則の規定は，この規則の施行の日以後の利用に係る料金について適用し，

同日前の利用に係る料金については，なお従前の例による。 

 

案２ 

京都コンサートホール条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

（文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課）


